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(57)【要約】
　可撓性ディスプレイは、片側に導電層（3）を有し、
他の側に撥水層（1）を有する可撓性誘電体層（2）を有
する。撥水層の表面には、2つの流体（4、5）が設置さ
れ、両流体は、相互に不混和性である。一つの流体は、
液体導体（5）である。導電層と液体導体の間に、電位
が印加されると、2つの流体の間の界面が変化する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　片側が導電性の可撓性誘電体層と、
　前記誘電体層の反対の側の撥水層と、
　前記撥水層の表面に設置された、第1および第2の流体であって、両流体は、相互に不混
和性であり、前記第1の流体は液体導体である、第1および第2の流体と、
　前記導電層を前記液体導体に電気的に接続する手段と、
　を有する可撓性装置。
【請求項２】
　前記誘電体層および前記撥水層は、同じ材料で構成されることを特徴とする請求項1に
記載の可撓性装置。
【請求項３】
　前記誘電体層の前記導電性の側に設置された、可撓性基板を有することを特徴とする請
求項1または2に記載の可撓性装置。
【請求項４】
　前記可撓性基板は、高分子材料で構成されることを特徴とする請求項3に記載の可撓性
装置。
【請求項５】
　前記可撓性基板は、金属で構成されることを特徴とする請求項3に記載の可撓性装置。
【請求項６】
　前記可撓性基板は、紙または段ボールで構成されることを特徴とする請求項3に記載の
可撓性装置。
【請求項７】
　両方の流体は、液体であることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一つに記載の可撓
性装置。
【請求項８】
　前記液体層は、分割手段により、複数の個々の素子に分離され、
　各素子は、前記2つの流体を収容し、これにより、各素子における前記導電性液体が、
個々に電気的にアドレス処理されることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか一つに記載
の可撓性装置。
【請求項９】
　前記2つの流体は、異なる誘電率を有することを特徴とする請求項1乃至8のいずれか一
つに記載の可撓性装置。
【請求項１０】
　前記第2の流体は、アルカンであることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか一つに記
載の可撓性装置。
【請求項１１】
　前記撥水層は、フルオロカーボン化合物材料であることを特徴とする請求項1乃至10の
いずれか一つに記載の可撓性装置。
【請求項１２】
　前記撥水層は、可溶性の置換されたフルオロカーボン化合物材料であることを特徴とす
る請求項11に記載の可撓性装置。
【請求項１３】
　請求項1乃至12のいずれか一つに記載の、少なくとも一つの可撓性装置を有する表示装
置。
【請求項１４】
　可撓性表示器またはディスプレイを提供する方法であって、
　片側が導電性の、可撓性の誘電体層を提供するステップと、
　前記誘電体層の反対の側に、撥水層を提供するステップと、
　前記撥水層の表面に、第1および第2の流体を提供するステップであって、前記流体は、
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相互に不混和性で、前記第1の流体は液体導体である、ステップと、
　前記導電層と前記液体導体の間に、電位を印加し、これにより前記第1および第2の流体
の間の界面が変化するステップと、
　を有する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイまたは表示器の素子の分野に関し、特にエレクトロウェッティ
ングの原理を利用した素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基本的なエレクトロウェッティングディスプレイは、従来から知られている。
【０００３】
　基本的なエレクトロウェッティング光素子は、欧州特許第EP1069450号に示されている
。この文献には、第1の流体と、導電性の第2の流体とを有する光素子が示されており、両
流体は、相互に不混和性であり、密閉空間に収容される。第1および第2の流体は、異なる
光透過率を有する。第2の流体に印加される電圧を変化することにより、2つの流体の間の
界面の形状が変化する。これにより、素子を通過する光の量を変化させることができる。
国際公開第WO2004／104670号には、前記光素子を用い、エレクトロウェッティング表示装
置の一部として画素を形成する、この概念のさらなる改良技術が示されている。
【特許文献１】欧州特許第EP1069450号明細書
【特許文献２】国際公開第WO2004／104670号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　エレクトロウェッティング表示装置に関するこれらの特許および既存の技術は、剛性の
または半剛性のサポート上で実証されているに過ぎない。通常、剛性サポートは、ガラス
で構成され、そのようなガラスは、脆弱で重く、製造することが難しい。これらは、ロー
ルツーロール（roll　to　roll）法を利用することができない。可撓性のサポートでは、
軽量で丈夫な代替品が提供される。
【０００５】
　可撓性サポート上のエレクトロウェッティング表示素子に対する要望がある。この場合
、そのような装置の低コストロールツーロール製造が可能になる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ピンホールのない誘電体コーティングを、大面積でコーティング施工することは難しく
、特に、高温アニールステップが必要となる点で問題がある。本発明は、片側に導電層を
有し、他方の側に撥水層を有する誘電体層として、薄い固体膜を提供する。これにより、
電気化学的反応の発生につながるピンホールがなくなる。
【０００７】
　本発明では、
　片側が導電性の可撓性誘電体層と、
　前記誘電体層の反対の側の撥水層と、
　前記撥水層の表面に設置された、第1および第2の流体であって、両流体は、相互に不混
和性であり、前記第1の流体は液体導体である、第1および第2の流体と、
　前記導電層を前記液体導体に電気的に接続する手段と、
　を有する可撓性装置が提供される。
【０００８】
　表示装置は、前述のような、少なくとも一つの可撓性装置として形成されても良い。
【０００９】
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　本発明では、ピンホールのない誘電体コーティングの大面積コーティング施工が可能と
なる。ディスプレイは、当業者には容易に製造することができ、通常の場合、軽量で低コ
ストである。誘電体層の可撓性により、表示領域のロール製造が可能となり、より軽量で
、丈夫な装置が得られる。これらのディスプレイの共形性により、剛性の表示装置では不
可能であった、新たな多数の製品の提供の機会が広がる。これらのディスプレイは、より
困難な位置に適合し、より興味深い形状で製造することができる上、ロールする（巻き回
す）ことにより、スペースが節約できるからである。コーティングには、曲げてもクラッ
クが生じず、すなわち、曲げにより、ピンホールが形成されない。
【００１０】
　本発明の方法では、従来必要であった高温処理が使用されない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して、本発明を詳しく説明する。
【００１２】
　可撓性サポート上にエレクトロウェッティング画素素子または装置を形成するために必
要な、基本最小装置は、図1に示されている。撥水材料の層1が示されている。この層1は
、低い表面エネルギーを有する。この材料は、アモルファス性テフロン（登録商標）フル
オロポリマーAF1600（ジュポン）、またはそれと同様の材料であっても良い。層1の下側
には、層2が提供される。層2は、可撓性サポートであり、この実施例では、この可撓性サ
ポートは、誘電体層としても機能する。層3は、底部電極を構成する導電層である。この
実施例では、層3は、スパッタコーティングされた白金の層であり、約10nmの厚さを有す
る。いかなる他の適当な材料を使用しても良いことは、当業者には明らかである。この層
構造の上部には、デカンのような油の液滴4が設置されている。液滴4は、油溶性で非水溶
性の色素、例えばオイルブルーのような色素を用いて、着色される。油液滴の上部には、
導電性液体5が設置される。導電性液体は、油液滴とは不混和性である。通常の場合、液
体は、水であり、その中にはイオンが溶解されている。導電層3と、導電性液体と接する
電極（図示されていない）との間に、電圧が印加されていない場合、油液滴4は、撥水層1
を被覆するように広がる。これは、図1Aに示されている。下側導電層3と電極の間に、直
流または交流のいずれかの電圧が印加されると、撥水層1と接する油液滴の面積が減少し
、油液滴の接触角が増大し、すなわち液滴4と導電性液体5の間の界面が変化する。これは
、図1Bに示されている。この接触角の変化は、ヤング－リップマンの式により表される：
【００１３】
【数１】

ここでθ0は、印加電圧がないときの接触角であり、θは、電圧依存する接触角であり、
εは、厚さdの層の誘電率であり、γLVは、油と水溶液の間の界面張力である。
【実施例】
【００１４】
（例1）
　使用した可撓性サポートは、23μｍと13μｍの厚さのPETのサンプル（Good　Fellow：
グッドフェロー）である。まずサポートに、約20nmの白金をスパッタコーティングした。
使用プラズマ電圧は、2500Vであり、電流は、20ｍAであり、時間は、120sである。これに
より、PETの片側に、白金の半透明層が得られた。これは、導電層を提供する。次に、PET
の他の側に、テフロン（登録商標）フルオロポリマーAF1600（100μL）をスピンコーティ
ングし、撥水層を形成した。回転数は、2000rpmであり、時間は40sであった。この結果、
片側に白金を有し、他の側にテフロン（登録商標）フルオロポリマーAF1600を有する、薄
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いPET膜が得られた。実験は、まず、サンプルの撥水側に、0.01MのKClを含む50μLの（mi
llapore）水の液滴を設置することにより、行った。次に、撥水表面の水液滴内に、約0.1
乃至0.2μLのデカンと0.02Ｍのオイルブルーとを注意深く設置した。水液滴が動かないよ
うに、また空気泡が含まれないように、慎重に操作を行った。この部分の操作には、5μ
Ｌの注射器を用いた。注射器は、設置の前後で計量し、設置デカンの実際の質量を求め、
設置デカンの体積を求めた。その結果、内部にデカンの自由液滴を有する、自由な水液滴
が得られた。次に、ラブビュー（Lab　View）（登録商標）プログラムを用いて、電圧ラ
ンプを印加し、（捕獲画像からの）液滴領域と、（Keithly（登録商標）電流計を用いて
）リーク電流とを測定した。
【００１５】
　図2Aには、油の接触角の電圧依存性を示す。誘電体層は、23μmのPETである。
【００１６】
　図2Bには、誘電体層が13μmのPETである場合の、油の接触角の電圧依存性を示す。
【００１７】
　図3には、コーティングにより構成されたエレクトロウェッティング素子の層構造の基
本的な構成を示す。
【００１８】
　素子を形成する代替方法を以下に示す。
【００１９】
　可撓性基板10に、可撓性導体20をコーティングする。導体20は、例えば、ITOまたは例
えば銀のような金属である。導体がこれらの例に限られないことは、当業者には明らかで
ある。基板10には、いかなる適当な手段により、例えば核へのめっき、スパッタリング、
真空成膜のような方法により、導体がコーティングされても良い。次に、導体20に、可撓
性誘電体層30が必要な厚さでコーティングされる。これには、例えば、バーコーティング
、ホッパーコーティング、カーテンコーティング、シルクスクリーン等、いかなる適当な
方法を使用しても良い。必要な厚さは、1～100μｍの範囲である。次に、フルオロポリマ
ー、またはエレクトロウェッティング挙動を示す他のコーティングの撥水層40が、誘電体
層30の上部にコーティングされる。
【００２０】
　基板10が本発明の本質的な特徴ではないことは、当業者には理解される。
（例2）
　以下のようにして、エレクトロウェッティングの評価用のコーティングを作製した。図
4に示す構造が得られるように、スパッタリングおよび真空成膜により、金属およびITOの
コーティング基板上に、コーティングを設置した。層120、130、140、150は、基板10と誘
電体層30の間に、導電層構造を形成する。誘電体層の導電層と対向する側には、撥水層が
設置される。この例に使用される基板および導電層構造は、以下の通りである：10は、16
00nmのPET透明ベース、120は、35nmのITO、130は、3nmのインコネル、140は、160nmの銀
、150は、22nmのインコネル。この特定の構造は、一例に過ぎないことが理解されよう。
例えば、基板10は、金属、紙、または段ボールのような、非透明材料であっても良い。
【００２１】
　図5には、本発明による装置の概略図を示す。図5を参照すると、層10は、可撓性基板で
ある。コーティング10の区画は、150×300mmであり、20％の塩酸中で1分間、処理され、
表面がエッチングされた。これを脱塩水中で、1分間洗浄し、その後、吊して乾燥処理し
た。
【００２２】
　このコーティング10を、クリーンルーム環境で、12ミクロンバーを有するRKバーコート
器により、RadioSpares（登録商標）により供給され、指示通りに製作されたポリウレタ
ンポッティング（potting）化合物でコーティングした。これにより、誘電体層30が形成
された。コーティング30は、電力供給用の金属コーティングの接続が可能となるように、
両側に、狭幅の未コーティングストリップ部が残るようにして作製した。これを、オーブ
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ン中で60℃で16時間保持し、硬化させた。
【００２３】
　3M　Flourinert（登録商標）FC75中に、テフロン（登録商標）AF1600（ジュポンデヌム
ール（ex　Dupont　de　Nemours））を入れ、この混合物を50℃まで加熱し、2時間撹拌す
ることにより、テフロン（登録商標）AF1600（ジュポンデヌムール（ex　Dupont　de　Ne
mours））の4％溶液を調製した。これを冷却した後、RKコート器の12ミクロンのバーを用
いて、予め製作したコーティング30の上部に、層40をコーティングした。これを、60℃の
オーブン中で16時間保持し、硬化させた。これにより、撥水層40が形成された。この際に
、後の接続が可能となるように、両側に狭幅のストリップ部を残した。
【００２４】
　図5に示すように、コーティングを接続した。ピペットを用いて、0.2モルのKCl溶液の
約9mmの幅の液滴230を、コーティング40上に設置した。次に、1μLの「Microcaplet」（
登録商標）を用いて、この液滴230を介して、デカン中に0.02MのオイルブルーNを含む約3
mmの幅の液滴210を、コーティング40の表面に設置した。KCl液滴230中に、慎重に白金線
ループ220を挿入し、これを電流計240を介して、電源70に接続した。電圧計60を介して、
電源70の出力電圧を測定した。
【００２５】
　リネンプルーファ（linen　proofer）を介して、上部からコーティングを観察した。液
滴に隣接するようにプルーファの下に設置されたスケールを参照することにより、異なる
電圧で、油液滴210の直径を測定した。
【００２６】
　油相をオイルブルーNの代わりに、2％のスーダンレッド（Sudan　Red）462として、実
験を繰り返した。
【００２７】
　得られた結果を表1に示す。
【００２８】
【表１】

　表から、電圧上昇とともに、液滴の直径が減少することがわかる。これは、電位の上昇
とともに、水がコーティング40の表面をより濡らしやすくなること、さらには油と置換さ
れることを示している。
（例3）
　図6には、本発明による素子の概略図を示す。例2に示したコーティングに対して、Lami
nar5050（登録商標）乾式ネガティブ式フォトレジストのシート190が設置されている。こ
のシートは、適当な寸法に切断され、バックシートは、袋または紙のガードを使用せずに
、加熱により約120℃まで昇温された際に、積層器を用いて除去される。積層コーティン
グは、露光まで暗室に保管される。
【００２９】
　コーティングは、Spektraproof（登録商標）接触フレームに1mmの四角形パターンを有
する、適当なネガティブマスクに露光され、100％に設定された2.5ｋW「ハロゲン」ラン
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露光される。露光の後、Laminar（登録商標）抗スクラッチコーティングが除去され、コ
ーティングは、1％の水酸化カリウム水溶液で、21℃で5分間処理され、未露光のLaminar
（登録商標）レジストが除去される。コーティングは、脱塩水中で、1分間洗浄され、21
℃で乾燥処理される。
【００３０】
　適当な1mmの四角形セルが選定され、0.02MのKCl溶液の0.1mlの液滴230が、この上に設
置される。デカン中の0.02MのオイルブルーNの溶液210は、液滴230を介して、表面が青い
溶液で被覆されるのに必要な最小コーティング量で、コーティング40の表面に注入される
。白金線ループ220がKCl溶液に挿入される。ループ220は、可変200Vの電源70の負側に接
続される。コーティングの端部に沿って露出した金属は、裸の金属端部を利用して、電源
の正の端子に接続される。
【００３１】
　システムに各種電圧を印加し、前方に固定されたリネンプルーファレンズを有するオー
トフォーカス式デジタルカメラを用いて、画素内の油液滴の面積を記録した。結果を表2
に示す。
【００３２】
【表２】

　表2から明らかなように、電圧の上昇とともに、着色油により被覆されないセルが多く
なり、これは、セルから反射される光が、電圧印加により変調され得ることを示している
。従って、セルにより、表示器またはディスプレイの基部を形成することができる。
【００３３】
　前述のコーティングは、ディスプレイの全ての領域において、各種製品に利用すること
ができる。例えば、これに限定されるものではないが、本発明は、標識用途に使用するこ
とができる。
【００３４】
　好適実施例を参照して、本発明の詳細について説明した。当業者には、本発明の範囲内
で、各種変更および修正が有効であることが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１Ａ】可撓性サポート上にエレクトロウェッティング素子を形成するために必要な、
基本部材を示す図である。
【図１Ｂ】可撓性サポート上にエレクトロウェッティング素子を形成するために必要な、
基本部材を示す図である。
【図２Ａ】例1Aにおける油の接触角と電圧の関係を示すグラフである。
【図２Ｂ】例1Bにおける油の接触角と電圧の関係を示すグラフである。
【図３】エレクトロウェッティング素子の層構造の概略図である。
【図４】例2における装置の導電層の層構造の例を示す図である。
【図５】本発明による装置の概略図である。
【図６】本発明による素子の概略図である。
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